
非平時にかかる地方自治法の改正に当たっては地方自治の本旨が 

守られることを求める意見書 

 

 大規模災害や感染症危機などの非常時であれば、個別法に規定がなくても、国が自治

体に必要な指示ができるようにすることを柱とした地方自治法改正案が政府によって

今通常国会に提出されると報じられています。また、報道によると、今回の改正案は、

政府が閣議決定という手続きを経れば、個別法に規定がなくても、自治体に対し法的義

務を持つ指示を行えることを規定する内容であるとのことです。 

地方自治法は第１条において「この法律は、地方自治の本旨に基づいて、地方公共団

体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地

方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的に

して能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを

目的とする。」と定めています。 

しかし、上記の改正案は、一般的に地方公共団体の『団体自治』及び『住民自治』の

二つの意味における地方自治を確立すること、とされている「地方自治の本旨」と相容

れないものと考えます。また、同法第２４５条の３には普通地方公共団体に対する国の

関与は「必要な最小限度のものとする」と定められていることとも齟齬が生じます。 

以上の理由から、政府の統制力が徒に強められることなく、地方自治が健全に守られ

るよう国会に対し、次の事項を強く求めます。 

 

記 

 

１．地方自治の本旨に基づき、地方公共団体の団体自治や住民自治を制限するような

地方自治法改正は行わないこと。 

 

２．非平時における国からの指示権を創設する場合は、「非平時」とされる事態を明確

にするとともに、地方自治体の自主性・自立性を尊重する観点から、行使する際

の要件を絞った上で法に明確に規定し、権限の行使に当たっての適性確保のため

の慎重な手続きを設けるなど、極めて限定的かつ厳格な制度となるよう慎重に検

討すること。 

 

３．非平時における対応であったとしても、広く国民に大きな影響を及ぼす地方自治

法の改正にあたっては、国会における議論に止まらず、地方公共団体の長、議員

等から広く意見を聴取の上で行うことを必要最低限の条件とし、改正案に係る協

議内容及び国民生活への影響等を国民に対してわかり易く周知し、国民的な議論

を経た上で慎重に進めること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和６年３月２２日 

 

泉 大 津 市 議 会 

 

送付先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣 


